
     

2022.4 豊中市固定資産税課 

 

相続人代表者指定届 兼 現所有（代表）者届 

豊中市長あて 

被相続人に係る徴収金の賦課徴収（滞納処分を除く。）及び還付に関する書類を受領する代表者を下記のとおり指定したので、地方

税法第９条の２第１項の規定により届出します。なお、この届はその他の相続人に記載している相続人から、書類の受領に関することに

ついて委任を受けて届出するものです。 

また、固定資産課税台帳に登録されている下記の所有者が死亡したため、地方税法第３８４条の３に規定する「現所有者」の代表を

次のとおり届出いたします。 

記 

この届出書は登記が完了するまでの間の被相続人に係る固定資産税に関する手続きのためのものであり、実際の相続に影響するも

のではありません。 

 

      年   月   日 届  出  事  由 設 定  ・  変 更 

被
相
続
人
（
台
帳
上
の

所
有
者
） 

フ リ ガ ナ 
 宛名番号 

単 

共 

名 前 

 

死 亡 
年 月 日 

昭 和 ・ 平 成 ・ 令 和 ／ 西 暦 

    年   月   日 

住 所 
〒 

 

相
続
人
（
現
所
有
）
代
表
者 

設
定
・変
更
前 

フ リ ガ ナ  
生 年 
月 日 

大 正 ・ 昭 和 ・ 平 成 ／ 西 暦 

    年   月   日 名 前 
 

住 所 
〒 

*上記住所と同じ場合は、記入しなくても結構です。 

被 相 続 人 

と の 続 柄 
配偶者 ・ 子 ・ そ の 他 （       ） 電 話  

変
更
後 

フ リ ガ ナ  
生 年 
月 日 

大 正 ・ 昭 和 ・ 平 成 ／ 西 暦 

    年   月   日 名  前 

 

住  所 
〒 

*上記住所と同じ場合は、記入しなくても結構です。 

被 相 続 人 

と の 続 柄 
配偶者 ・ 子 ・ そ の 他 （       ） 電 話  

そ

の
他

の
相

続

人 

名     前 
被相続人
と の 続 柄 

住     所 

 
  

 
  

   

法務局における相続登記について 1.登記済    2.登記予定（        年     月頃）   3.登記未定 

 

記入不要 

※上記住所と同じ場合は記入不要です 

【固定資産の所有者（納税義務者）が死亡したときに提出する書類です。】 

※亡くなった方に代わって市税等を納税していただく代表者を届け出るもので、 

相続権の決定や相続登記とは何ら関係ありません。 

わかる範囲でご記入ください 

トヨナカ タロウ 

豊中 太郎 
３   7   ７  

 

 
561-8501 

 

 

豊中市中桜塚 3丁目１番１号 

 

 

12   12  12  

 

 

トヨナカ ジロウ 

豊中 二郎 

豊中市新千里東町 1丁目 2番 2号 

 

 

560-0082 

 

 

【添付資料】本届とともに以下のものを添付してください。 

① 相続人代表者の本人確認書類の写し 

（本人確認書類：マイナンバーカード、免許証、健康保険証、資格証など） 

② 相続人であることを証明する書類の写し（被相続人と別世帯の場合） 

（戸籍謄本、法定相続情報一覧図、遺産分割協議書、遺言書など） 

※変更の場合は変更前後の両者の①②資料が必要です。 


